
   静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 静岡市は、介護サービスの利用の促進を図るため、要介護被保険者等のうち低所得で

特に生計が困難である者若しくは被保護者等に対する介護保険法（平成９年法律第123号。以

下「法」という。）第24条第２項に規定する介護給付等対象サービス（以下「介護給付等対象

サービス」という。）又はこれに相当するサービスで被保護者等に対するもの（以下これらを

「介護給付等対象サービス等」という。）を提供する社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑

み、介護給付等対象サービス等の利用に係る利用者負担額を軽減した場合は、予算の範囲内

において、当該介護給付等対象サービス等を提供した社会福祉法人等に対して、軽減した額

の一部を助成するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続

に関する条例（平成18年静岡市条例第５号）、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則

第44号）及びこの要綱に定めるところによる。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろとする。 

（１）要介護被保険者等 法第41条第１項に規定する要介護被保険者又は法第115条の45第１項

第１号に規定する居宅要支援被保険者等（被保護者等を除く。）をいう。 

（２）被保護者等 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付を受けている者をいう。 

（３）１割負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省

告示第19号）、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省

告示第21号）、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚

生労働省告示第126号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成18年厚生労働省告示第127号）、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第128号）又は静岡市指定訪問・通所事業に要す

る費用の額の算定に関する基準を定める要領（令和４年４月１日施行）により算定した費

用の額（その額が現に介護給付等対象サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現

に介護給付等対象サービスに要した費用の額とする。）から法第41条第１項に規定する居宅

介護サービス費、法第42条の２第１項に規定する地域密着型介護サービス費、法第48条第

１項に規定する施設介護サービス費、第53条第１項に規定する介護予防サービス費、法第



54条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス費又は法第115条の45の３第１項

に規定する第１号事業支給費の額を控除した額をいう。 

（４）食費 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第61条第１号イ及び第２号イ、

第65条の３第１号イ、第２号イ、第３号イ、第６号イ及び第７号イ、第79条第１号、第84

条第２号イ並びに第85条の３第１号イ及び第２号イ並びに静岡市通所介護相当サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成29年４月１日施行）第18条第３項第２号に

規定する食事の提供に要する費用をいう。 

（５）居住費 介護保険法施行規則第65条の３第６号ロ及び第79条第２号の居住に要する費用

若しくはこれらに相当する費用又は介護保険法施行規則第61条第２号ロ及び第84条第２号

ロの滞在に要する費用若しくはこれらに相当する費用をいう。 

（６）宿泊費 介護保険法施行規則第65条の３第３号ロ及び第７号ロ並びに第85条の３第２号

ロの宿泊に要する費用をいう。 

（７）利用者負担額 １割負担額、食費、居住費及び宿泊費の合計額をいう。ただし、次に掲

げる利用者負担額にあっては、次に定める額とする。 

  ア 被保護者等に係る利用者負担額 居住費（個室の居住費に限る。） 

  イ 介護保険法施行法（平成９年法律第124号）第13条第１項に規定する旧措置入所者（以

下「旧措置入所者」という。）に係る利用者負担額 次に掲げる額 

（ア）介護保険法施行法第13条第３項に規定する厚生労働大臣が定める割合が、100分の95 

未満の者 介護保険法施行法第13条第３項に規定する厚生労働大臣が定める基準（平

成12年厚生省告示第21号）により算定した費用の額（その額が現に介護給付等対象サ

ービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護給付等対象サービスに要した

費用の額）から同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額、食費及び居住

費の合計額 

（イ）介護保険法施行法第13条第３項に規定する厚生労働大臣が定める割合が、100分の95 

以上の者 居住費（ユニット型個室の居住費に限る。）の額 

ウ 法第51条の３第１項に規定する特定入所者介護サービス費（以下「特定入所者介護サ

ービス費」という。）及び法第61条の３第１項に規定する特定入所者介護予防サービス

費（以下「特定入所者介護予防サービス費」という。）の支給の対象とならない者の第

15条第１項第３号、第９号、第11号及び第12号に掲げるサービスに係る利用者負担額 

１割負担額 

（８）利用者負担収入額 社会福祉法人等が補助金の交付申請を行う年度において、第15条第



１項各号に掲げるサービス（以下「軽減対象サービス」という。）を利用した全ての者から

受領する利用者負担額の総額をいう。 

（９）預貯金等 利用者負担額の軽減を受けようとする者及び世帯員の所有する預金通帳、有

価証券、債権等をいう。 

（10）資産 利用者負担額の軽減を受けようとする者及び世帯員の所有する動産及び不動産等

をいう。 

（11）負担能力のある親族等 利用者負担額の軽減を受けようとする要介護被保険者等を市民

税の控除対象としている者及び医療保険の被扶養者としている者をいう。 

 （補助事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、軽減対象サービスの

いずれかを提供する社会福祉法人、市長が利用者負担額の軽減を行う必要があると判断した

社会福祉事業を経営する事業者又は市町村（以下「社会福祉法人等」という。）とする。 

 （軽減実施の申出） 

第４条 社会福祉法人等が第５条に規定する軽減の対象となる者に利用者負担額の軽減を行う

場合には、法人所轄庁である都道府県知事又は指定都市の市長若しくは中核市の市長（法人

所轄庁が厚生労働大臣である場合は主たる事務所がある都道府県知事）及び市長に対してそ

の旨の申出を行うものとする。 

２ 前項の申出を行おうとするときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減実施申出書（様式第

１号）により、事前に市長に提出するものとする。 

 （軽減の対象者） 

第５条 社会福祉法人等が行う利用者負担額の軽減の対象となる者（以下「対象者」という。）

は、次に掲げる者とする。 

（１）静岡市の介護保険の被保険者である要介護被保険者等（旧措置入所者であって利用者負

担割合が５パーセント以下である者（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成11年厚生省令第39号）第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設又

は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働

省令第34号）第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者を除

く。）を除く。）であって、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。 

ア 当該対象者が属する世帯に属する全ての者が地方税法（昭和25年法律第226号）の規定

による市町村民税を課されていないこと。 

イ 年間収入が、単身世帯の者にあっては150万円、その他の者にあっては世帯員が１人増



えるごとに150万円に50万円を加算して得た額以下であること。 

ウ 預貯金等の額が、単身世帯の者にあっては350万円、その他の者にあっては世帯員が１

人増えるごとに350万円に100万円を加算して得た額以下であること。 

エ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

オ 負担能力のある親族に扶養されていないこと。 

カ 介護保険料を滞納していないこと。 

（２）静岡市が保護又は支援給付を決定した被保護者等 

 （対象者確認の申請） 

第６条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確

認申請書（様式第２号）を提出し、軽減の対象者であることの確認を受けなければならない。 

２ 前項の申請は、要介護被保険者等にあっては被保険者証を、被保護者等にあっては福祉事

務所長の発行する証明書を提示して行うものとする。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があったときは、速やかに調査した上で、その結果を社会

福祉法人等利用者負担額軽減対象承認（不承認）通知書（様式第３号）により通知するとと

もに、対象者であると確認したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証（様式第４

号。以下「確認証」という。）を交付するものとする。 

 （軽減の程度） 

第７条 社会福祉法人等が前条第３項の規定による確認証の交付を受けた者（以下「交付済者」

という。）に対して軽減対象サービスを提供した際の利用者負担額の軽減の程度は、利用者負

担額の４分の１（老齢福祉年金受給者にあっては、２分の１、被保護者等にあっては10分の

10）とする。 

２ 前項の規定により軽減する額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて

計算するものとする。 

 （確認証の提示） 

第８条 交付済者は、軽減対象サービスを利用する際、当該軽減対象サービスを提供する社会

福祉法人等に対して確認証を提示しなければならない。 

 （確認証の有効期間） 

第９条 確認証の有効期間は、第６条の申請書を受け付けた月の１日から確認証の交付の日の

属する年度の翌年度（その日が４月から７月までに属するときは、その年度）の７月末日ま

でとする。 

 （確認証の再交付） 



第10条 交付済者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、確認証の再交付を

市長に申請することができる。 

２ 第６条第２項の規定は、前項の申請について準用する。 

 （住所等の変更） 

第11条 交付済者は、その住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に届出をしなければ

ならない。 

２ 第６条第２項の規定は、前項の届出について準用する。 

 （確認証の返還） 

第12条 交付済者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければな

らない。 

（１）確認証の有効期限に至ったとき。 

（２）交付済者が転出又は死亡により、本市の介護保険の被保険者でなくなったとき。 

（３）要介護被保険者等に該当しなくなったとき。 

（４）被保護者等に該当しなくなったとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。 

２ 市長は、交付済者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることがで

きる。 

（１）確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。 

（２）虚偽の届出その他不正な行為があったとき。 

 （確認証の更新） 

第13条 交付済者は、有効期間の満了後においても引き続き確認証の交付が必要な場合には、

確認証の更新の申請を行うことができる。 

２ 前項の申請をしようとする者は、当該有効期間の満了の日までに社会福祉法人等利用者負

担額軽減対象確認更新申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

３ 第６条第２項及び第３項の規定は、前項の更新申請について準用する。この場合において、

第６条中「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象承認（不承認）通知書」とあるのは、「社会

福祉法人等利用者負担額軽減対象更新承認（不承認）通知書」と読み替えるものとする。 

 （交付の申請） 

第14条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、当該年度に実施した軽減対象サー

ビスにつき社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付申請書（様式第５号）により、当該

年度の末日までに市長に申請しなければならない。 



 （補助金の額） 

第15条 補助金の額は、当該社会福祉法人等が次に掲げるサービスにつき、第７条の規定によ

り当該補助金において利用者負担額を軽減した総額（以下「軽減総額」という。）から、当該

社会福祉法人等の利用者負担収入額に１パーセントを乗じて得た額を控除して得た額の２分

の１の範囲内で、市長が定めた額とする。 

（１）法第８条第２項の訪問介護 

（２）法第８条第７項の通所介護 

（３）法第８条第９項の短期入所生活介護又はこれに相当するサービスで被保護者等に対して

提供されるもの 

（４）法第８条第15項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（５）法第８条第16項の夜間対応型訪問介護 

（６）法第８条第17項の地域密着型通所介護 

（７）法第８条第18項の認知症対応型通所介護 

（８）法第８条第19項の小規模多機能型居宅介護 

（９）法第８条第22項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（旧措置入所者に対して

提供される地域密着型介護福祉施設入所者生活介護を含む。） 

（10）法第８条第23項の複合型サービス 

（11）法第８条第27項の介護福祉施設サービス（旧措置入所者に対して提供される介護福祉施

設サービスを含む。） 

（12）法第８条の２第７項の介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービスで被保護

者等に対して提供されるもの 

（13）法第８条の２第13項の介護予防認知症対応型通所介護 

（14）法第８条の２第14項の介護予防小規模多機能型居宅介護 

（15）法第115条の45第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当

する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。） 

（16）法第115条の45第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち介護予防通所介護に相当

する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。） 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設で実施される前項第９号に係るサービス及び指定介護老

人福祉施設で実施される前項第11号に係るサービスにおいて、軽減総額につき、当該軽減総

額から利用者負担収入額に10パーセントを乗じて得た額を控除して得た額がある場合には、

当該控除して得た額を加えるものとする。 



 （交付の決定及び補助金の額の確定） 

第16条 市長は、第14条の規定による申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容

を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定し、かつ、交

付すべき額を確定したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付決定兼確定通知

書（様式第６号）によりその旨を社会福祉法人等に対して通知するものとする。  

 （補助金の請求） 

第17条 補助金の請求をしようとする社会福祉法人等は、請求書（様式第７号）を市長に提出

するものとする。 

 （報告及び調査） 

第18条 市長は、補助事業が適正に行われているかを知るために必要があると認めたときは、

決定通知を受けた社会福祉法人等に対して報告を求め、又は補助事業の関係帳簿書類その他

必要な物件を調査できるものとし、交付決定を受けた社会福祉法人等は、これに協力しなけ

ればならない。 

 （関係書類の整理） 

第19条 社会福祉法人等は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、領収書等関係書類を整

理し、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

 （他の給付制度との適用関係） 

第20条 この要綱と次の各号に掲げる費用に係る給付制度との適用関係は、当該各号に定める

とおりとする。 

（１）介護保険制度における高額介護サービス費（法第51条に規定する高額介護サービス費を

いう。）及び高額介護予防サービス費（法第61条に規定する高額介護予防サービス費をい

う。） この要綱に基づく軽減制度の適用を行った上で、軽減制度適用後の利用者負担額に

着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。 

（２）特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護サービ

ス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基

づく軽減制度の適用を行うものとする。 

 （雑則） 

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助

金交付要綱（平成12年４月１日適用）又は清水市社会福祉法人等による利用者負担減免確認

証交付要綱（平成12年４月１日施行）及び社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業

費補助金要綱（平成12年適用）の規定に基づきなされた手続、その他の行為は、この要綱の

相当の規定によりなされたものとみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成17年１月24日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要

綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補

助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。 

３ この要綱の施行の際、改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要綱様

式第１号、第２号、第５号及び第８号により作成されている文書は、当分の間使用すること

ができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成17年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要綱様式の規定により作成さ

れている文書は、当分の間、調製して使用することができる。 

   附 則 

 （適用） 

１ この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。 

 （平成18年７月１日から平成20年６月30日までにおける軽減の程度の特例） 

２ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第154号）附則第23条第３項に規

定する特定被保険者（同条第１項及び第２項に該当する者を除く。）に対する平成18年７月１

日から平成20年６月30日までにおける助成に係るこの要綱の規定の適用にあっては、第２条

第１項第５号中「１割負担額、食費の額、居住費及び宿泊費の合計額」とあるのは、「１割負

担額、食費の額、居住費及び宿泊費の合計額（当該額が補足給付(施設での基準費用額（食費



及び居住費（滞在費に限る。）のそれぞれについて、介護保険法（平成９年法律第123号の規

定により平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額（その額が現に要する費用の

額を超える時は、現に要する費用の額）をいう。以下同じ。）から負担限度額（低所得者につ

いて食費及び居住費（滞在費に限る。）の負担限度額を定めた額）を減じて得た額をいう。以

下同じ。）の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額を

いう。）」と、第５条中「当該要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が地

方税法（昭和25年法律第226号）の規定による市町村民税が課されていない要介護被保険者等」

とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第154号）附則第23

条第３項に規定する特定被保険者（同条第１項及び第２条に該当する者を除く。）」と、同条

第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第７条中「利用者負担額の４分の１（老齢

福祉年金受給者にあっては、２分の１）」とあるのは、「利用者負担額の８分の１」とする。 

３ 平成21年４月１日から平成23年３月31日までの間に提供された軽減対象サービスに係る利

用者負担額の軽減の程度は、第７条第１項の規定にかかわらず、利用者負担額の28パーセン

ト（老人福祉年金受給者にあっては、53パーセント）とする。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成26年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱第９条第

２項の規定にかかわらず、平成26年７月に交付した確認証の有効期限は、平成27年７月末日

とする。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この要綱は、平成27年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱第２条第

７号の規定は、この要綱の施行の日以後に利用するサービスに係る利用者負担額の軽減につ

いて適用し、同日前に利用したサービスに係る利用者負担額の軽減については、なお従前の

例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付

要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽

減補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。  

３ この要綱の施行の際、改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱

様式第１号及び第２号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱の

様式により提出されている文書は、改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付

要綱の相当様式により提出された文書とみなす。  

   附 則 

 この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

社会福祉法人等利用者負担額軽減実施申出書 

（社会福祉法人等による利用者負担額の軽減） 

 

年  月  日 

  

     所在地 

申請者  名称              

     代表者 氏名          

社会福祉法人等による利用者負担額軽減を下記のとおり実施するのを申し出ます。 

申
請
者 

フリガナ  

名 称  

主たる事務

所の所在地 

〒    － 

 

連絡先 電話番号  ファクス番号  

代表者の職・

氏名 
職 名  

フリガナ  

氏 名  

軽
減
実
施
予
定
事
業
者
の
状
況 

事業所の名称 所在地 実施事業の種類 

   

   

   

   

   

 



様式第２号その１（第６条、第13条関係） 

社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認（更新）申請書 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置） 

フリガナ  

被保険者番号  
被保険者氏名  

生 年 月 日 年   月   日生 

住 所 
 

電話番号 

 

 （宛先）静 岡 市 長 

 

上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の軽減対象の申請をします。 

 

     年  月  日 

 

      住所 

 

申請者                     電話番号 

 

      氏名 

 

（被保険者との関係：         ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号その２（第６条、第13条関係） 

社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認（更新）申請書 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置） 

フリガナ  

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日生 

住 所 
 

電話番号 

 

 （宛先）静 岡 市 長 

 

上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の軽減対象の申請をします。 

 

     年  月  日 

 

      住所 

 

申請者                     電話番号 

 

      氏名 

 

 

 

 

 

同意書 

私は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認の申請に当たり、静岡市が静岡市社会 

 福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付の決定又は実施のために必要がある場合において、 

介護保険課の職員が、福祉総務課又は各区生活支援課から私が社会福祉法人等で利用した 

軽減対象サービスに係る利用者負担額その他の利用実績に関する情報を収集することに同 

意します。 

（宛先）静岡市長 

  年  月  日 

住 所 

氏 名                        

 



様式第３号（第６条、第13条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

静岡市長  氏  名   印 

 

社会福祉法人等利用者負担額軽減対象承認（不承認）通知書 

（社会福祉法人等による利用者負担額の軽減措置） 

 

先に申請のありました、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請については、下記

のとおり決定しましたので通知します。 

被保険者氏名  被保険者番号           

 

決 

定 

区 

分 

承 

認 

 

 適用年月日 

 

 有効期間 

 

 確認番号 

 

（承認内容） 

 

 

不 

承 

認 

 

 理 由 

 



様式第４号その１（第６条関係） 

 

（表）  （裏） 

  
 

注
意
事
項 

 

一 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業 

 
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、 

 
短
期
入
所
生
活
介
護
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪 

 
問 
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能 

 

型
居
宅
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
複
合
型
サ
ー 

 

ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認 

 

知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
第
一
号
訪
問
事 

 

業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る
事
業
及
び
第
一
号
通
所
事
業
の
う
ち
介 

護
予
防
通
所
介
護
に
相
当
す
る
事
業
で
す
。 

二 

こ
の
確
認
証
は
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
に
申
し
出
の
あ
っ
た
事 

 

業
者
の
み
有
効
で
す
。 

三 

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
本
人
負
担
分
か
ら
、
表
面
に
記
載
さ
れ 

 

る
軽
減
率
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

四 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
軽
減
認
定
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な 

 

っ
た
と
き
、
軽
減
の
確
認
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の 

 

証
を
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添 

 

え
て
く
だ
さ
い
。 

五 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ 

 

の
証
を
添
え
て
、
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

六 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分 

 

を
受
け
ま
す
。 

 
社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証 

（社会福祉法人等による利用者負担額の軽減措置） 
 

交付年月日 

確 認 番 号  

受
給
者 

住  所  

フリガナ  

氏  名  

生年月日  

被保険者番号  

適用年月日  

有効期限  

軽減内容（軽減率）  

発行機関名及び印 静岡市長 印 



様式第４号その２（第６条関係） 

 

（表）  （裏） 

  
 

注
意
事
項 

 

一 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業 

 
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
地 

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
で
す
。 

二 

こ
の
確
認
証
は
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
に
申
し
出
の
あ
っ
た
事 

 

業
者
の
み
有
効
で
す
。 

三 

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
の
居
住
費
が
、
表
面
に
記
載
さ
れ
る
軽
減
割
合
に
よ
り
軽
減
さ 

れ
ま
す
。 

四 

生
活
保
護
受
給
者
・
支
援
給
付
受
給
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
軽
減
認
定
の
要
件 

に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
今
後
前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
見
込
み
が 

な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届 

出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

五 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ 

 

の
証
を
添
え
て
、
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

六 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分 

 

を
受
け
ま
す
。 

 
社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証 

（社会福祉法人等による利用者負担額の軽減措置） 
 

交付年月日 

確 認 番 号  

受
給
者 

住  所  

フリガナ  

氏  名  

生年月日  

被保険者番号  

適用年月日  

有効期限  

減額割合 居住費 

発行機関名及び印 静岡市長 印 



様式第５号（第14条関係） 

 

  年  月  日 

 

 （宛先）静岡市長   

 

                        所在地  

                    申請者 名 称              

                        代表者 氏名          

 

社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付申請書 

 

      年度社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金の交付を受けたいので、静岡市社会

福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱第14条の規定により、次のとおり関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

 １ 交付申請額              

 

 ２ 事業の概要     

 

３ 添付書類      



様式第６号（第16条関係） 

                                   第     号 

                                   年  月  日 

 

          様 

 

静岡市長 氏名   印      

 

 

静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付決定兼確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度社会福祉法人等利用者負担額軽減

補助金については、次のとおり交付を決定し、及び交付額を確定しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 交付決定（確定）額              

 

２ 交付の時期 

 

３ 交付の条件 



様式第７号 (第17条関係) 

 

請  求  書 

 

 

  金               円 

 

  ただし、     年   月   日付け     第   号により補助金の交付の

決定を受けた社会福祉法人等利用者負担額減額の補助金として、上記のとおり請求します。 

 

 

                         年   月   日 

 

 

 （宛先）静岡市長 

 

 

             法 人 所 在 地         

 

             法 人 名         

 

             代表者の職・氏名              

 

 

           （口座振込先） 

            銀 行 名    ： 

            支 店 名    ： 

            口座種別： 

            口座番号： 

            （カナ） 

            口座名義： 


